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１．区民意見募集について【概要】

（１） 意見募集期間
令和６年９月１５日（日曜日）から１０月８日（火曜日）まで

（２） 意見提出人数
７人（ハガキ・手紙２人、ホームページ４人、FAX１人）

（３）意見件数
３２件
【内訳】

件数項目
３件１．公共交通計画について
７件２．路線バスの確保・維持・拡充について
４件３．公共交通不便地域対策について
２件４．自転車交通について
５件５．福祉交通について
２件６．鉄道交通について
３件７．交通安全について
６件８．その他
３２件合計

（４） 今後のスケジュール（予定）
令和７年３月１日 募集結果公表
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２．区民意見募集について【主な意見の概要と区の考え方】

区の考え方意⾒概要項目
本計画では、既存の鉄道・路線バス等の公共交通機関をはじ
め、地域における多様な輸送資源も含めた地域公共交通のあ
るべき姿を描くマスタープランとして策定しています。策定
に当たっては、区⺠、学識経験者等が委員となる世⽥⾕区地
域公共交通活性化協議会において議論を⾏うとともに、区⺠
の移動や公共交通に係る意向等を把握するため区⺠アンケー
トを実施して進めてきました。
公共交通機関の利⽤が困難な⽅については、世⽥⾕区障害施
策推進計画において、福祉タクシー利⽤券の補助や福祉輸送
を⾏う事業者の⽀援、介護タクシーの配⾞や福祉輸送サービ
スの相談を⾏う事業者への⽀援などを施策の取組として位置
付けております。
また、引き続き必要に応じて、福祉交通に関する課題につい
ても、関係所管とも連携して検討していきます。

日常の移動に困難を抱えている⽅を
⽀援できるような計画を策定してほ
しい。市⺠参加を前提に、複数関係
者が具体的な課題を検討できる体制
が必要。

１．地域公
共交通計画
について

基本⽅針に「誰もが安全・安心・快適に移動できる世⽥
⾕〜区⺠・⾏政・事業者で⽀える持続可能な世⽥⾕区の
地域公共交通〜」を掲げており、包括しています。

以下の目標を追加してほしい。
・誰もが自由におでかけするための
地域公共交通
・市⺠参加で創る地域公共交通

１．地域公
共交通計画
について

新たな路線バスの導⼊は、交通需要の減少と担い⼿不⾜
が深刻化しており、⼤変厳しい状況である⼀⽅、南北⽅
向の交通ネットワークが課題であることから、区では引
き続き、交通ネットワークの充実に向けて取り組んでい
きます。

桜上⽔駅と千歳船橋駅を⽔道道路経
由で運⾏するバスを⾛らせてはどう
か。

２．路線バ
スの確保・
維持・拡充
について
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２．区民意見募集について【主な意見の概要と区の考え方】

区の考え方意⾒概要分類
鉄道と近接するバス路線に限らず、需要が少ない
バス路線については、需要に応じた減便など縮⼩
傾向にあります。最適な交通ネットワークのあり
⽅について、検討していきます。

鉄道と重複する路線バスは廃⽌・縮
⼩し、路線バスしか⼿段がない地域
の本数を拡充してほしい。

２．路線バ
スの確保・
維持・拡充
について

それぞれの交通の特性を踏まえ、地域のニーズに
あった、公共交通ネットワークの確保・維持・拡
充に取り組んでいきます。

オンデマンドバス以外の定時定路線
型の路線バスの維持・拡⼤も希望す
る。

２．路線バ
スの確保・
維持・拡充
について

新たな路線バスの導⼊については、⾞体の⼤きさ
に関わらず、交通需要の減少と交通の担い⼿不⾜
が深刻化しているため、⼤変厳しい状況となって
います。日常の移動⼿段の確保は重要であるため、
区では引き続き公共交通ネットワークの確保・維
持・拡充に取り組んでいきます。

砧南部(喜多⾒1〜7丁目)で⼩型バス
を⾛らせてほしい。

３．公共交
通不便地域
について

基本⽅針に「誰もが安全・安心・快適に移動でき
る世⽥⾕〜区⺠・⾏政・事業者で⽀える持続可能
な世⽥⾕区の地域公共交通〜」を掲げており、区
⺠参画も含まれています。重点検討地域にコミュ
ニティ交通を導⼊・検討する際は、区⺠、交通事
業者、区が協働、連携しながら新たな交通サービ
スの導⼊の検討していきます。

公共交通の検討に区⺠が参画できる
枠組みの構築を検討してほしい。

３．公共交
通不便地域
について
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２．区民意見募集について【主な意見の概要と区の考え方】

区の考え方意⾒概要
「世⽥⾕区自転⾞活⽤推進計画及び自転⾞等の利
⽤に関する総合計画」に基づき取り組んでいきま
す。

シェアサイクルの拡充、自転⾞⾛⾏
帯を整備してほしい。

４．自転⾞
交通につい
て

公共交通機関の利⽤が困難な⽅については、世⽥⾕区障
害施策推進計画において、福祉タクシー利⽤券の補助や
福祉輸送を⾏う事業者の⽀援、介護タクシーの配⾞や福
祉輸送サービスの相談を⾏う事業者への⽀援などを施策
の取組として位置付けております。
必要に応じて、病院の送迎⾞両、スクールバス、福祉有
償運送などの地域における多様な交通資源の活⽤につい
ても、関係所管と連携して検討していきます。

各鉄道事業者の駅から乗り換えなし
で区内の主要な病院や⽀所に⾏ける
バスの運⾏を考えてほしい。移動困
難者は公共交通不便地域だけでなく
区内全域に居住しているため、福祉
部局と協⼒して区内の移動困難者の
実態を把握する調査を⾏うべき。ま
た、移動困難者のためのラストワン
マイルについても記載するべき。

５．福祉交
通について

区では、ユニバーサルデザイン推進条例及び同施
⾏規則を定め、ユニバーサルデザインのまちづく
りを推進しており、不特定かつ多数の者が利⽤し、
⼜は主として⾼齢者、障害者等が利⽤する建築物
や公共交通施設を新設する場合などは、⾞椅⼦使
⽤者駐⾞場施設を１以上設けることを遵守基準と
しています。引き続き、関係所管と連携して、福
祉⾞両の利便性向上に努めていきます。

駅や区の公共施設へ福祉⾞両でアク
セスした時の「乗降場所」の確保を
してほしい。

５．福祉交
通について
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２．区民意見募集について【主な意見の概要と区の考え方】

区の考え方意⾒概要
エイトライナーの早期実現に向けて、都や関係区
と連携して取り組んでいきます。

南北の鉄道がほしい。
エイトライナーに期待している。

６．鉄道交
通について

警察等と連携しながら、自転⾞の⾛⾏ルールの普
及啓発に努めていきます。

歩⾏者が安全、安心、快適に移動で
きる歩道を確⽴してほしい。
自転⾞の歩道⾛⾏は危険。

７．交通安
全について

路線バスの発進を妨害した場合は、道路交通法の
「乗合自動⾞発進妨害」に該当し、交通違反とな
ります。警察と連携し、自転⾞の⾛⾏ルールの普
及啓発に努めていきます。

路線バスに優先権を。バスの発進の
際、自転⾞が⼀時停⽌せずに追い越
すなど、迷惑⾏為が目に余る。

７．交通安
全について

保育園への⼊園選考は、区で定めた「選考指数」
に基づき⾏っております。いだだいたご意⾒は、
今後の施策運営に当たり、参考とさせていただき
ます。

保育園選考時に、公共交通機関の現
業部門に従事している人を優遇して
ほしい。

８．その他

基本⽅針である「誰もが安全・安心・快適に移動
できる世⽥⾕〜区⺠・⾏政・事業者で⽀える持続
可能な世⽥⾕区の地域公共交通〜」には、歩いて
楽しい、⾞いすで移動できる、環境への配慮と
いった視点を含んでいます。新たな公共交通の導
⼊についても、必要に応じて検討していきます。

歩いて楽しいまち、⾞いすで移動で
きるまち、自転⾞が安全に⾛れるま
ち、CO2を排出しないまちなどを強
調してほしい。ミニ路⾯電⾞の可能
性を検討してほしい。

８．その他
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３．素案からの変更点について

＜素案時＞ ＜変更後＞案ページ３０

【変更理由】
下北沢駅（小田急小田原線・京王井の頭線）、二子玉川駅（東急田園都市線・東急大井町線）を路線別から
駅ごとのカウントに変更した為。
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＜素案時＞

３．素案からの変更点について

【変更理由】
前ページ（案ページ番号３０）の変更に伴い変更。

＜変更後＞案ページ１０１
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＜素案時＞

【変更理由】
区民意見募集のアンケート意見を踏まえ、「交通ネットワークの最適化」の記載が必要であると考え、取組
２－１－１に追記。

３．素案からの変更点について

＜変更後＞案ページ７２
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＜素案時＞

【変更理由】
区民意見募集のアンケート意見を踏まえ、コミュニティ交通の導入交通手段が、他地域においてもオン
デマンド輸送との誤解を受けやすいため、「交通事情や地域の特性を踏まえ」を取組２－４－１に追記。

３．素案からの変更点について

＜変更後＞案ページ８０、９４
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＜素案時＞

【変更理由】
区民意見募集のアンケート意見を踏まえ、計画の対象サービスであり、これまで、区で取組んできた、福
祉輸送サービスについても、記載が必要であると考え、取組３－８－１に追記した。

３．素案からの変更点について

＜変更後＞案ページ９７
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＜素案時＞

【変更理由】
素案時はコラムとして「これまでの公共交通不便地域と新たな公共交通不便地域」を本編に組み込んで
いたが、案では「公共交通不便地域の考え方」の一部として、参考資料に記載した。

３．素案からの変更点について

＜変更後＞案ページ１４２

１２



１０４ページ以降に「参考資料」を追加

３．素案からの変更点について

P１０５ 算定までの経緯
P106～ 策定体制
P１０８～ 協議会設置要綱
P１１０～ バス利用者アンケート調査
P１２２～ 区民アンケート調査
P１３７～ 公共交通不便地域の考え方
P143～ 用語集
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